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ＳＯＸ導入後にユーロ危機、円高による事

業拠点の海外シフトなどの経営環境の変化や

東日本大震災・タイ大洪水などの様々なリス

クに直面するなど、わが国の事業経営を取り

巻く状況が大きく変化してきている。一方で、

日本で開催されている内部監査のセミナーや

フォーラム活動は、監査技法などが中心であ

り、監査現場における環境の変化や内部監査

組織長・担当者の悩みを正面から捉えている

議論が少なく感じている。こうした中で、Ｃ

ＩＡフォーラム研究会No.36は、内部監査に

様々な立場で関与するメンバーを集め、問題

意識の共有と内部監査活動の大きな潮流を見

極め、内部監査組織の運営と監査の最前線に

立つ内部監査組織長、監査人、ＣＩＡ（公認

内部監査人）がどのように対処すべきか、を

議論した。

金融商品取引法に基づくＳＯＸ導入は、日

本社会全体に内部統制の意識を広め、内部監

査業務を含め各社に内部統制システムの仕組

みを導入させるなど、大きな効果をもたらし

た。その結果、内部監査組織は肥大化し、現

在、内部監査組織としての経営努力（合理化）

が遅れたまま、経営環境の変化に直面してい

る企業が多々見受けられる。

当ＣＩＡフォーラム研究会（以下、当研究

会）では、業種・業態の違いはあるものの、

「内部監査を取り巻く大きな潮流」として、

次の７つを掲げた。
●聖域からの脱却
●専門化が進む監査対象
● 連結経営強化に伴うグループ監査態勢の整

備
●監査機能の効率化とダウンサイジング
●集中から分散へ
● 様々なモニタリング業務との連携・情報共

有へ
● リスクマネジメント・コンプライアンス部

内部監査の現場における今日的課題と
内部監査組織運営の研究

―中間報告―
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ＣＩＡフォーラムは、ＣＩＡ資格保持

者の研鑽及び相互交流を目的に活動する、

社団法人日本内部監査協会（ＩＩＡ－Ｊ

ＡＰＡＮ）の特別研究会である。各研究

会は、担当の座長が責任をもって自主的

に運営し、研究期間、目標成果を設定し、

研究成果を発信している。

当研究報告書は、ＣＩＡフォーラム研

究会No.36が、その活動成果としてとりま

とめたものである。報告書に記載された

意見やコメントは、研究会の「見解」で

あり協会の見解を代表するものではなく、

協会がこれを保証・賛成・推奨等するも

のでもない。
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門との連携・統合

こうした新たな潮流に対して、内部監査組

織の運営上の問題点、並びに内部監査組織長、

内部監査人及びＣＩＡとしてそれぞれどう向

き合うべきかを考察した。

経営者の内部監査組織長に対する要求度合

いは日増しに高まり、従来の役割に加えて、
● 経営者からの“リスクマネジメント・オフ

ィサー”としての期待にどう応えるか
● 内部監査組織の合理化・効率化推進とダウ

ンサイジングをどう乗り越えるか
● 他の部門と同様に会社経営からの役割期待

に対し、いかに機動的に対応するか

が求められており、あわせて内部監査組織の

大改革が迫っている。また、新しい潮流は、

内部監査人の役割や立場も大きく変化させて

おり、内部監査人は、
● 内部監査組織以外への進出に伴い、リスク

マネジメント、内部統制・コンプライアン

スなどの経験・知識が必要になっている。
● 子会社への業務分散化に伴い、組織運営能

力が必要になっている。
● 分散化の促進に伴い、監査組織体制が小規

模化し、１人ひとりの役割が増大する。

という問題に直面している。

こうした中で、ＣＩＡの活動の場面が着実

に広がり、内部監査組織員としての活動に加

え、個人として内部監査やリスクマネジメン

トの世界で積極的な活動が求められ、プロフ

ェッショナルとしての立場を再認識し、「内

部監査の専門家」としての社会的役割を果た

していくことが要請されている。

また、新しい内部監査の世界でプロフェッ

ショナルとしてのＣＩＡ活動を遂行するため

には、従来にも増して、ＣＩＡ同士で連携し、

互いに支える仕組みが必要になっており、
● ＣＩＡのプロフェッショナリズムを醸成す

る仕組み
● 活動領域の広がりに応じたＣＩＡサポート

の仕組み

● 情報共有を促進するナレッジデータベース

の整備、統合的な研究推進の仕組み
● ＣＩＡ団体として日本社会の基盤整備・発

展に貢献する発言・意見表明の仕組み
●中長期的にＣＩＡを育成・支援する仕組み

を充実すべき時代に来ている。

なお、当研究会で調査・議論を進める中で、

次の３点を各論としてまとめた。
● 業種・業態による監査組織パターン別の動

向分析
●小規模監査組織運営

（ほとんどの内部監査組織は５名以下の小

規模組織であり、更に分散化の潮流の中で、

更に小規模監査組織が増えようとしてい

る。日本全体の内部監査体制を考える上で、

その強化策・支援体制構築は急務であり、

この問題への考察を加えた）
● 現場で取り組んでいる監査技法・監査手法

事例の紹介

本報告書は当研究会活動の中間報告の位置

付けであり、基本的な考え方の整理と提言を

行うものである。引き続き内部監査現場にお

ける問題点について実証的に研究を行う予定

である。更に、事例検討を重ねることで、よ

り強固な研究並びに提言として取りまとめて

いく所存である。

監査の現場における今日的
課題と７つの潮流

当研究会は、内部監査組織長、内部監査担

当者、監査役、経営者、外部品質評価者など

ＣＩＡ保有者で且つ、内部監査に様々な立場

で関与しているメンバーを集め、内部監査を

内側、外側など多角的に分析・討議を行った。

また、外部からもコンサルタント会社、他の

ＣＩＡフォーラム研究会メンバーの参加・ア

1
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ドバイスを得て、議論した。

監査を取り巻く今日的課題を検討する際の

アプローチは以下のとおりである。
● 内部監査を取り巻く動向として、リスクマ

ネジメント・内部統制・内部監査に関わる

コンサルタント会社による発表資料などを

参考に議論した。
● 内部監査組織の具体的な取組、課題につい

ては、当研究会メンバーの所属会社におけ

る発表８ケース、またメンバーが参加した

セミナーなどから集めた事例15ケースを基

に内部監査組織の動向を分析した。
● 経営者が求める内部監査活動として、コン

サルタント会社による動向調査・発表資料

を参考に、当研究会メンバーによる監査現

場事例を議論した。
● ＣＳＡの実施事例、海外監査実施事例、小

規模監査組織の運営事例、監査組織の品質

評価、監査役と内部監査との連携などにつ

いて、当研究会メンバー、他のＣＩＡフォ

ーラム研究会メンバー、コンサルタント会

社所属ＣＩＡメンバーによる発表などによ

り、監査技法や特定テーマについてのメン

バーの理解と認識共有を図った。
● 更に、参考文献として、他のＣＩＡフォー

ラム研究会が発表した成果物や日本内部監

査協会が実施した調査資料も参考とした。

１．内部監査を取り巻く構造的な課題と変

革の動き

内部監査を取り巻く経営環境やＣＩＡ体制

なども含めた構造的な課題を当研究会メンバ

ーによる現場目線で議論を行い、以下の課題

を挙げた。
● ＳＯＸにより内部監査組織・人員が急激に

拡大された。その後、ＳＯＸ導入完了など

により一定の内部統制整備が完了し、内部

監査組織の余剰感が生じている。
● 他部門の人員削減・効率化に対して、今ま

で内部監査組織が聖域化されたことから、

効率化・コスト削減努力が遅れている。
●会社の経営にとって、事業変革（海外移転、

事業の再編、リスクの変化など）が余儀な

くされ、それに伴って、リスクの大幅な変

化が起こっている。
●ＳＯＸ導入に伴いＣＬＣ（全社的内部統制）

が整備されてきた。今後は未着手だった固

有業務、現場におけるリスクなど、現場や

子会社などに監査対象が移行し、これに伴

い、リスクマネジメント、内部統制及び監

査体制も同時に現場組織や子会社へと移行

している。
● 内部監査組織長に内部監査担当やＣＩＡな

どの経験者が就かず、リスクマネジメント

や内部管理責任者が横滑りするケースが未

だ散見される。内部監査組織長には、専門

的な知識、マネジメント能力の両方の向上

が必要とされている。

２．経営者が求める内部監査活動

コンサルタント会社による海外企業の内部

監査動向調査では、経営者が内部監査組織長

に求める事項は、次の３点に整理できる。
●リスクマネジメント・オフィサーの視点

内部監査の結果だけでなく、リスク全般

を把握し、会社としての打つ手を提案・体

制構築する実行力
●機動的な組織運営

変化への迅速な対応、管理機能との連携、

コスト削減の課題を踏まえた機動的な対応

能力
●効率化に向けた組織の改革

内部監査組織が聖域化される時代は終了

し、組織目標による目標管理や合理化、人

材の流動化、他業務組織との連携など効率

化に向けた組織改革

これらを踏まえ、我々の内部監査現場にお

ける状況を探るため、メンバー所属会社にお

ける内部監査組織に対する経営者の要請など

を調査した結果を整理すると、次の４点に集
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約される。
●変化への対応

市場の変化、事業拠点の海外シフト、急

激な経済環境の変化が起きており、これら

に基づくリスク環境の変革に対する、内部

監査組織の迅速且つ効果的な対応並びに実

行能力
● リスクマネジメント・コンプライアンス・

内部統制執行機能

経営環境の変化に伴い、リスクマネジメ

ントやコンプライアンスなどの態勢変革が

進み、これらを迅速且つ効果的に行うため

には内部監査組織とモニタリング部門との

連携が必要
●効率化・コスト削減

従来、ＳＯＸの名の下に内部統制を最重

要事項としてきた。しかし、導入が完了し

た現在、他の管理部門と同様に、組織の効

率化、目標管理などの評価手法が適用され、

特に内部統制を導入した結果として、リス

クが減少していることから、監査組織のダ

ウンサイジングが必須
●リスクの発見

ラインからの報告に含まれないリスク情

報、社内風土と社員の意識、重要と見做さ

れていない事業・部門での問題、海外や支

店など遠隔地での問題などに関する内部監

査組織のレポートが有益

３．先端的内部監査活動の動向

欧米グローバル企業の活動事例などを取り

まとめているコンサルタント各社のレポート

を整理すると、ＥＲＭ対応、経営監査、品質

評価、コンプライアンス・リスクマネジメント

との連携・統合、効率化と監査対象の拡大が、

今後の内部監査組織のテーマとなっている。

これからのテーマについて、内部監査組織の

今後の動向を予測する上で有益な視点とし

て、当研究会メンバーで議論した。

また、先端的内部監査活動の動向の具体例

として、チェックリストによるＣＳＡ展開、

リスクマップに基づくテーマ監査の推進、改

善支援を主眼に置いたグローバル経営監査の

展開事例を各論 で詳述する。
●ＥＲＭ対応・リスクマップ整備

ＥＲＭ・リスクマップ整備は内部監査の

根幹に関わるものである。しかし、金融事

業会社を除くとリスクマネジメント部門が

整備されている会社は少なく、これらの対

応には組織変革が伴う問題である。また、

これらへの参画は内部監査組織のリスクマ

ネジメント業務への接近を示唆するもので

ある。
●経営監査

準拠性点検から有効性監査、そして経営

者の期待に応える経営監査への展開を示唆

している。経営監査に対応するためには、

効率的に実施する準拠性点検実施者とは期

待される知識、経験が大きく異なり、人材

の切換えや人材育成・ローテーションプラ

ンの見直しなどが必要になる。
●外部品質評価への対応

ＩＩＡ（内部監査人協会）内部監査の専

門職的実施の国際基準が求める外部品質評

価は、その品質評価手法とその評価内容は

内部監査組織にとって有効なレベルには程

遠く、その導入は進んでいない。しかしな

がら、グループ会社の監査品質向上のため

の実施や、取締役会における内部統制整備

決議、監査役監査の中で求めていくことも

検討されるべき課題である。本来は、外部

評価の前に、取締役会・監査役会などが直

接内部監査実施状況の審査を実施すること

を制度化するという議論がなされるべきで

ある。
● リスクマネジメント・内部統制・コンプラ

イアンスなど執行機能との連携

様々な組織・場所で行われている内部監

査・モニタリング業務は、単なる内部監査

業務の合理化に留まらず、いかに内部統制
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やコンプライアンス体制を整備・遵守させ

ていくか。という課題であり、内部監査組

織とリスクマネジメント部門との連携が重

要になっている。
●効率化と監査対象の拡大

ＳＯＸ導入により内部統制とその評価の

態勢が整備された。これら内部統制システ

ム整備の結果を活用することによって、リ

スク低減に伴う監査頻度の削減、ＣＡＡＴ

（コンピュータ支援監査技法）導入など効

率化が更に促進される。一方で、今まで未

着手であった子会社監査、海外監査及び本

社管理部門監査、テーマ監査などへ監査対

象が拡大する。

４．内部監査を取り巻く７つの潮流

上記１～３における課題を「今日的課題」

として俎上に上げ、当研究会で議論を行い、

内部監査を取り巻く大きな潮流としては以下

の７点にまとめた。

Ⅰ．聖域からの脱却

ＳＯＸ導入が一段落し、監査業務・監査

組織を通常業務と位置付けて、実効性と効

率性そして、計画と結果並びに責任が求め

られる。

そして、内部監査の現場で既に始まってい

る動きは、次の３点である。

Ⅱ．専門化が進む監査対象

監査対象が、標準業務⇔特殊・固有業務、

本社業務⇔子会社業務、国内業務⇔海外業

務へ拡大・複雑化し、内部監査組織の負荷

が高まっている。

Ⅲ．連結経営強化に伴うグループ監査体制の

整備

生産・販売拠点の海外移転や連結経営の

強化が進み、内部監査やリスクマネジメン

トにおいても、子会社監査体制の整備推進、

教育・支援、監督などの取組みが始まって

いる。

Ⅳ．監査機能の効率化とダウンサイジング

相当の経営資源を投入してきたＳＯＸ導

入は、ＣＡＡＴ導入やＣＳＡ整備などの施

策により一定の成果が出てきており、ダウ

ンサイジングなどの効率化が始まっている。

これらの動きの中で、監査組織の構造的な

問題点や監査人への負担が高まってきてい

る。企業経営が複雑化し、リスク対象も分散

化、専門化が更に進む中で、内部監査組織だ

けでは対処できなくなっていることから、次

の３点の流れが出てきている。

Ⅴ．集中から分散へ、監査組織から現業部門

へ、本社から子会社へ

本社内部監査組織⇒子会社監査組織、営

業現場モニタリング、監査業務の外注など

Ⅵ．様々なモニタリング業務との連携・情報

共有へ

リスクマネジメントの実効性と効率性の

観点での、最適な体制の模索

Ⅶ．リスクマネジメント・コンプライアンス

部門との連携・統合

内部統制統括業務との連携、分散化した

内部監査・モニタリング業務の効率的実施

へ

なお、業種・業態・監査組織の規模等によ

り、これら大きな潮流や変革のスピード感も

異なることから、業種・業態による監査組織

パターンに分類した分析を各論 で述べる。

内部監査を取り巻く新しい
世界（Ver. 3.0）と内部監査
組織運営

当研究会では、「内部監査を取り巻く７つ

の潮流」をベースに、現在の変革の先の世界

を議論し、以下１．新しい世界（Ver. 3.0）、

２．新しい世界を前提に内部監査組織が目指

すべき方向、３．監査組織運営における内部

監査組織長がとるべき姿勢についてまとめた

（図表１・２）。

2000年代始めより、日本企業における内部

2
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監査体制の認識やその評価が広がり、且つ実

質的に深まり、内部監査の位置付け・役割が

大きく変化し、まさに「維新」という改革の

中で、内部監査の世界（Ver.1.0）が構築され

た。そして、この内部監査を制度として広く

普及させたのがＳＯＸの導入であり、内部監

査組織としては、苦労の多い時代ではあった

が、更に社内の脚光を浴び、その位置付けが

高まった時代である（Ver.2.0）。

これらの時代を駆け足で走ってきた内部監

査組織は、ここに来て、中長期の組織運営や

リスクマネジメントへの正面からの取組み

を、腰を据えて行う時代（Ver.3.0）に入って

いる。当研究会メンバーが描く新しい世界

内部監査 Ver.1.0
2000年～2005年 

旧来型の点検監査から 
ＩＩＡ基準・ＣＯＳＯの導入へ 

内部監査 Ver.2.0
2006年～2011年 

ＳＯＸの導入・ＲＣＭ 
内部統制整備への対応 

仕組み作り 

内部監査 Ver.3.0
2012年～ 

経営環境への機動的な対応 
リスクマネジメントとの連動 

連結経営への対応 

リスク対象の拡大・トップマネジ 
メントへの情報発信・一体化、効 
率化への取組など内部監査マネジ 
メント能力が問われる時代 

新しい内部監査の仕組み紹介 
啓蒙・導入期 

内部統制の仕組み整備 
新しい監査手法実施期 

内部監査の新しい世界 

固定的⇒機動的 
形式的⇒実質的 
単一的⇒多面的 
平面的⇒階層的 
内部へ⇒外部へ 

新しい役割へのチャレンジ！新しい 
仕組みの構築そしてプロフェッショ 
ナル（専門職）としての行動を 

ＣＩＡ世代 
第１世代　2005年まで累積1,301 人 
　　　　　　ＣＩＡを広めた世代 
　　　　　　基盤構築・リーダーの世代 
　　　　　　⇒監査役など 
　 
第２世代　2006年～2008年　 
　　　　　毎年600人以上増加 
　　　　　　急拡大の世代累積3,695人 
　　　　　　ＳＯＸブーマー 
　 
第３世代　2009年以降 
　　　　　現在累積5,439人 
　　　　　　ＳＯＸ開始以降の世代 

内部監査を取り巻く大きな潮流 
●　監査機能の効率化とダウンサイジングへ 
●　監査・モニタリング業務の集中から分散へ 
●　リスクマネジメント業務との連携・統合へ 
●　分散化したリスクマネジメント・内部統制 
●　監査活動の統合的なマネジメント 

（2000年頃までの監査形態をVer.1.0とするとＳＯＸ導入の監査態勢をVer.2.0、ＳＯＸ導入以降の組織変
革の波を超えた新しい世界を Ver.3.0と名づける。）

＜図表１＞内部監査を取り巻く新しい世界と対応策

内部監査
Ver.1
2000年～
2005年

Ver.2
2006年～
2011年

Ver.3
2012年～

＜図表２＞内部監査の世界の変遷

内部監査の潮流

・旧来型の点検監査から
・ＩＩＡ基準・ＣＯＳＯの導入
・リスクアプローチの導入へ

・ＳＯＸの導入・ＲＣＭ
・内部統制整備への対応
・仕組み作り

・経営環境への機動的な対応
・リスクマネジメントとの連動
・連結経営への対応

内部監査業務運営のポイント

・新しい内部監査の仕組み紹介
・啓蒙・導入期

・内部統制の仕組み整備
・新しい監査手法実施期

・リスク対象の拡大・トップマ
ネジメントへの情報発信・一
体化、効率化への取組など
・内部監査マネジメント能力が
問われる時代

内部監査人・ＣＩＡの活動

・第１世代　2005年まで
・累積1301人
・ＣＩＡを広めた世代
・基盤構築・リーダーの世代
⇒監査役など

・第２世代　2006年～2008年
・毎年600人以上増加
・急拡大の世代累積3,695人
・ＳＯＸブーマー

・第３世代　2009年以降
・現在累積5,439人
・ＳＯＸ開始以降の世代
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（Ver.3.0）は次のとおりである。

１．内部監査を取り巻く新しい世界（Ver.

3.0）
● 独立的監査組織からリスクマネジメントと

の連携・統合へ
●監査経験者が様々な領域で活躍する
● 様々な現場・子会社・外部機関によりモニ

タリング・監査活動が行われる
● 業務環境の変化が激しく、様々なリスクへ

の対応が求められる
● 「監査」という密室から壁が取り払われ、

オープンな世界が求められる

２．内部監査組織が目指す方向
● リスクマネジメントを含む様々な現場で行

われる監査・モニタリング業務の統括・企

画活動
● 様々な内部統制整備活動、モニタリング・

監査活動との連携・共有化
● 環境変化に応じた効率的な組織運営と監査

対象の移行

３．内部監査組織長のあるべき姿勢
● 長期的な組織運営の展望を持つこと
●環境変化に応じた機動的なアクション
●新しい世界に耐えうる組織力の強化
● リスクマネジメント・オフィサーとしての

見識

内部監査人の環境変化に伴
うＣＩＡに要請される役割

来る新しい世界（Ver. 3.0）は内部監査人

個人のキャリアや活動領域の拡大が想定さ

れ、今までの世界と大きく異なる。また、内

部監査の専門家としてのＣＩＡの役割やＣＩ

Ａに要請される役割やそれを支える仕組みに

も変革の必要が生じてきている。

１．内部監査人の活動の変化
● 分散化監査組織のマネジメント能力、執行

者としての機動的な判断・展開力が求めら

れている。
● ダウンサイジングの波の影響で、世代間の

地位継承、知識やノウハウの継続性に混乱

を来している。
● 分散化の影響で内部監査組織が小規模にな

り、監査知見の維持・継承が困難、管理業

務の増加、リスクマネジメント業務への参

画の増加などが見られるようになっている。
● ローテーションや人事異動の制約から専門

ノウハウを使わない（初級）点検者と経営

監査・アドバイス型の（ベテラン）監査専

門家の二極体制が進行、また、後任への指

導・教育業務が増加している。

という状況にあり、内部監査人としても活動

環境が大きく変わろうとしている。

２．ＣＩＡに要請される役割

内部監査の専門家としてのＣＩＡもその役

割・活動領域が変化している。我々フォーラ

ムメンバーの周辺でもＣＩＡ資格保有者の半

数以上が内部監査組織以外（リスクマネジメ

ント部門、監査役やコンサルタントなど）で

活躍している姿が観測されている。こうした

現実を踏まえ、ＣＩＡ資格保有者のキャリア

プランの中で内部監査以外の多面的な知識経

験も必要となっており、ＣＩＡの役割に以下

の変化が生じてきている。
● 内部監査からリスクマネジメント・執行現

場、コンプライアンス、経営管理部門など

活動領域の拡大
● 活動領域の拡大に伴い、業務執行における

経験・知識、経営管理、コンプライアンス、

監査役業務などのノウハウ・経験の必要性
● 様々な分野に活動の場が広がり、ＣＩＡの

プロフェッショナルとしての自覚、日本社

会への貢献などの意識を再定義する必要性

3
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３．ＣＩＡの活動をサポートする仕組み

こうしたＣＩＡの役割や活動の変化の中

で、今までＣＩＡフォーラム研究会活動を中

心にＣＩＡ活動を支えてきた仕組みも変革の

必要が生じており、以下の取組みを提言する。

なお、本報告は中間報告であり、更に調査・

検討を行い、最終報告ではより具体的な提言

にまとめる予定である。
● ＣＩＡのプロフェッショナリズムを醸成す

る仕組み
● 活動領域の広がりに応じたＣＩＡサポート

の仕組み
● 情報共有を促進するナレッジデータベース

の整備、統合的な研究推進の仕組み
● ＣＩＡ団体として日本社会の基盤整備・発

展に貢献する発言・意見表明の仕組み
●中長期的にＣＩＡを育成・支援する仕組み

なお、10人未満の小規模監査組織に所属す

る監査人数の割合は85％と、日本全体で監査

組織を俯瞰すれば、小規模監査組織整備の重

要性は明白である。小規模監査組織の課題に

ついては各論 で述べる。

現在直面している監査組織
の変革

前項では、内部監査を取り巻く大きな潮流

に対する内部監査人並びにＣＩＡの活動の変

革について述べてきた。本項では、変革期に

おいて内部監査組織の現場で直面している変

革について述べることとする。なお、これら

変革において、内部監査組織がいかに対応し

ようとしているか、についてアンケート調査

を実施する予定であり、最終報告において、

監査組織運営上の提言としてまとめる予定で

ある。

１．監査組織の変革と監査人材の動き（図

表３）

2005年頃から始まったＳＯＸ導入の波によ

り、会社の対応として、

ｉ．内部監査組織に加えて、新たにＳＯＸ部

門が増加したケース

ii ．内部監査組織からＳＯＸ対応部門に人員

が振替えられたケース

iii ．ＳＯＸ対象ではないが、新たに内部監査

組織を新設したケース

一方、監査手法としても、ＳＯＸ導入によ

りＲＣＭ（リスク・コントロール・マトリク

ス）、チェックリスト、会計監査手法による

保証型監査（統計的サンプリング技法、年度

網羅型の実施など）が紹介され、監査品質が

高まってきた。

そしてＳＯＸ導入が完了した2010年以降の

動き、兆しは次のとおりである。
● ＳＯＸ導入で内部監査リソースを費やした

会社では、今まで手付かずであった海外拠

点や子会社、また経営監査への着手など、

監査対象・監査領域を拡大しようという動

きとなっている。
● 通常監査とＳＯＸ導入とで現業部門に相当

の負荷となっており、内部統制の成果も出

ていることから、簡素化や効率化の見直し

が出てきている。ＲＣＭやチェックリスト

を整備し、監査手法の標準化やチェックリ

ストによる現場モニタリングの展開、コン

ピュータ監査手法の導入など、効率化に向

けた取組みが行われている。
● ＳＯＸによるＣＬＣの対象範囲拡大など、

内部監査のノウハウを基にリスクマネジメ

ントを整備する動き、内部監査とコンプラ

イアンスのモニタリング、品質管理プログ

ラムの点検など、各種モニタリングを統合

する動きが始まっており、リスクマネジメ

ント業務との連携が進み、垣根が低下して

いる。
● 従来にも増して、子会社・関連会社への業

務の分散が進んでおり、連結ガバナンス態

勢の構築が始まっている。子会社・関連会

社などで内部統制・内部監査組織の整備が

4
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始まっている。

これらの動きに伴い、内部監査の効率化に

より余剰となる監査人は、監査対象の拡大へ

の対応に振り向けられる一方で、リスクマネ

ジメント部門、コンプライアンス部門や子会

社内部監査組織への転出などの動きとなって

いる。

２．組織変革の課題

こうした中で、内部監査を取り巻く大きな

潮流に向けての組織運営上の課題は以下のと

おりである。

（1） 分散化や効率化の中で、ダウンサイジ

ングをどう乗り越えるか

● 人材の確保
● 監査ノウハウ・モニタリングの品質維持

の仕組み
●他組織との統合・連携

（2） 新たな監査領域（経営監査・海外監査

・特殊・固有業務など）の拡大に対して

監査体制をどう構築するか

● 監査人材の確保・育成

●外部委託（コソース）
●集中から現場に分散へ

（3） リスクマネジメント組織との連携の形

態

● リスクマネジメント組織と監査業務の連

携と独立性確保
●リスクマネジメント業務の推進へ
●現場モニタリング活動と監査活動の連携

（4） グループ連結監査態勢の構築

● グループガバナンス・管理態勢の整備に

伴う監査機能の位置付け
● グループ監査態勢の強化・監査人員の現

場へ移行（分散化）
● グループ監査管理の仕組み（人材・品

質・レポーティング）

３．内部監査組織における人材の課題

（1） ＣＩＡ世代層の構造的課題

2000年頃に始まった内部監査業務のグロ

ーバル化に伴い、当時、第一線で活躍して

いた世代が定年や人事異動により内部監査

組織から離職する時期を迎えている。世代

監査活動の 
将来像 

内部統制の整備 
効率化への取組 

CAAT RCM/Check List等 

リスクマネジメント等 
他領域への取組 
ＣＳＡ・リスク評価・ 
コンプライアンス 

監査範囲の拡大 
海外監査 

グループ会社整備 
その他手法 

人員削減への対処 
①削減プロセスの中で、組織の 
　劣化をどのように防ぐか？ 

②やらなくても良い業務の着手をど 
　のように思いとどまるか？ 
③業務が単純化される中で、監査 
　担当者のモチベーションを 
　　いかに維持するか 

監査から別領域へ 
リスクマネジメント・経営監査 

監査役機能強化・コンプライアンス 

内部統制整備が進んで 
いる中で限界ある。専門領域 
になればアウトソースが有利。 
一方で小規模会社は人材難で 
あり、まだまだやるべき 

ことが多い 

この10年間に内部監査士・ＣＩＡ等の専門家が大幅に増えているが、Ｊ－ＳＯＸバブルが終了し、会社の内 
部統制整備が一段落し、リスクコントロールも従来に増して整備され、これから２－３年の内部監査業務環 
境は縮小のフェーズにある。このような環境下で、どのような監査組織運営が行われるのであろうか？　 
また、縮小期以降の来る安定的な発展段階を見据え、いかなる手を打っておくべきであるか？ 

各種監査技法・ 
新たな監査 
対象への取組 

監査組織が別組織内 
に集約されるケースも 
増えている 

経営者の期待 各社の動向 

＜図表３＞健全なる監査組織・監査人の育成・確保
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交代をいかに円滑に進めるか、が大きな課

題になっている。次頁（図表４）のライフ

コース分析が示すように、日本全体の課題

として捉える必要がある。

＜図表４＞【参考】ライフコース分析による内部監査世代の課題

【開拓者世代】

開拓者世代は2000年代初期に内部監査業務

に関与した層である。ＣＯＳＯが日本に広ま

り、ＩＩＡ基準の紹介、ＣＩＡ試験の日本語

受験開始によるＣＩＡの広がりなど、革新の

時代の中で、内部監査業務を切り開いてきた

世代である。また、常に開拓者として、リー

ダーとして創造的な業務を遂行してきた。し

かし、2010年前後から定年退職や離職が始ま

っており、内部監査組織から貴重な経験・ノ

ウハウが失われ始めている。この開拓者世代

は、離職後も監査役やコンサルタントとして

活躍しているケースも多々見られる。

【ＳＯＸ世代】

ＳＯＸ世代は2005年前後にＳＯＸ導入等の

高まりに伴い内部監査業務に参加してきた世

代である。既に、開拓者世代が構築途上の内

部監査業務の実行部隊として、実務面で活躍

した世代である。一方で、ＳＯＸの波をまと

もに被り、途中から内部統制業務が主体とな

るなど特有の経験を持つ世代でもある。現在

は、ＳＯＸによる内部統制への効果（ＲＣＭ

の発想、ＣＬＣ点検等）を認識し、ＳＯＸ定

着化以降の効率的な取組みを推進している。

開拓者世代が離職・定年となる中で、内部監

査組織長は当世代に引き継がれている。

【新世代】

新世代はＳＯＸ導入後の2007年以降に内部

統制業務などに大量投入された世代であり、

開拓者世代・ＳＯＸ世代が持つ創造的な業務

経験が少なく、大量のチェックリストに埋も

れ、単純作業に疲弊しているのが実態である。

まだマネジメントに就任するタイミングでは

ないため、４～５年在籍後、ローテーション

で他部門へ異動するケースが多い。

内部監査世代 の 関連図 （ ライフコース分析） 

COSO・リスクアプ 
ローチ ・ CIAの導入 

2000 2005 2010

内部監査の展開 
SOXの導入 

内部監査の新展開 
SOX整備後の体制整備 
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45

40

年齢 
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 【コー

ホート
】 
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○ 

退職 → 監査役 など 

新設監査部門長 ・ 責任者 

開拓者世代 （ 組織 
体制 の 基盤構築 ） 

監査部門に配属 

監査部門責任者 

監査部門に配属 

ローテーションにより他部門へ 

監査組織増大・充実期 監査組織見直し期 

SOX世代（RCM等 
新手法導入） 

時代変化 の 影響 を 
被 った 世代 

ライフコース分析 
A効果：年齢 
P効果：時代 
C効果：世代 

在籍期間の長期化によるモチベーション劣化 
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（2） 経営人材育成機能

欧米企業で行われている経営者候補人材

による監査現場での育成機能である。経営

監査など高度な監査に取り組んでいる内部

監査組織で検討が行われており、実現する

と従来とは異なる展開が期待できる。

（3） 不活性社員の活用

内部監査組織の機能として、傷病などに

よる第一線からの退避者を受け入れる野戦

病院機能が期待されている側面がある。実

態として監査組織長がこれら人材の活性

化・戦力化に苦慮しているケースが散見さ

れる。これらの企業では監査手法のレベル

を分けるなどで単純作業を実施している。

内部監査組織の業務は、そのリスク対象

の拡大と手法の複線化、ＲＣＭ整備やチェ

ックリスト点検など、レベルに応じた活動

領域が存在する。よって、従来の手法のほ

か、内部監査組織メンバー全員を有効活用

する監査・モニタリング手法を開発する必

要がある。

業種・業態による変革の流
れと課題

内部監査組織の具体的な取組み、課題につ

いては、当研究会メンバーの所属会社におけ

る発表８ケース、またメンバーが参加したセ

ミナーなどから集めた事例15ケースを基に内

部監査組織の動向を分析した。各社の監査組

織の事例研究を進めるに当たり、内部監査活

動は業種・業態・規模によって、対象も運用

ルールも、言葉も異なり、一律の議論は難し

いため、①金融関係会社、②持株会社・ＨＤ

（ホールディングス）、③一般事業会社（点検

監査主体型）④一般事業会社（一般監査主体

型）、⑤グループ子会社・関連会社、⑥独立

小規模会社の６種に区分して監査組織の動向

をまとめた。

金融関係会社は許認可業務であり、業法

（銀行法・金融商品取引法など）の規制が厳

しく、内部監査組織は業法遵守の内部統制シ

ステムの一機関としての役割を重視してい

る。そのため、一般の事業会社の内部監査組

織とは異なる性格を有すことから別カテゴリ

ーとした。また、非金融関係会社は、監査組

織の取組対象・技法・組織規模を勘案し、コ

ングロマリット経営に対する監査体制を担う

「持株会社・ＨＤ」と「一般事業会社」及び

「小規模組織」と区分した。一般事業会社は、

その業態により、営業店舗網・支店網など標

準的な管理手法に基づいて多店舗の監査を担

う「一般事業会社（点検監査主体型）」と点

検型が不向きで総合的な監査が求められる

「一般事業会社（一般監査主体型）」に区分し

た。比較的小規模な監査体制では親会社のサ

ポート機能を持つ「グループ子会社・関連会

社」と独立会社として監査体制を維持してい

る「独立小規模監査組織」に分類し、検討し

た（図表５）。

当研究会で議論し、各監査組織パターン別

の今後の動向と課題を次のとおりまとめた。

①　金融関係会社

● 業法目的（金融庁検査・バーゼル対応）

に加え、広汎な会社運営に関わる内部統

制システムへの取組み
●グループ監査態勢の強化
●グローバル監査態勢

②　持株会社・ＨＤ

● 効率化・人員削減
● 専門領域の監査の取組み（監査組織の分

散）
●連結グループ監査態勢
● 各種モニタリングの連携・統合（監査マ

ニュアル・チェックリストの統合など）

③　一般事業会社（点検監査主体型）

● 点検業務の効率化（ＣＳＡの展開）

1

各　論
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● リスクマネジメント業務との連携・統合
●本社機能監査・子会社監査に拡大
●リスクマップ・リスク評価

④　一般事業会社（一般監査主体型）

● 効率化とダウンサイジング
●リスクマネジメント業務との連携・統合
●専門領域の監査（分散化と統合管理）

⑤ グループ子会社・関連会社

● 親会社監査組織との連携強化
●親会社監査対象の分散化に伴う監査領域

の拡大
●リスクマネジメント業務との連携・統合
●本社管理部門監査・子会社監査に拡大
●リスクマップ・リスク評価

⑥　独立小規模会社

● 形式的な内部監査から実質的な内部監査

へ
●リスクマップ・リスク評価
●監査ノウハウ・実務経験の蓄積
●人材育成・強化
●経営者・監査役との連携強化

小規模監査組織の運営

『2010年監査白書』（（社）日本内部監査協会）

によれば、10人以下の小規模監査組織に所属

する監査人数の割合は85％と、日本全体で監

査組織を俯瞰すれば、小規模監査組織整備の

重要性は明白である。当研究会メンバーも半

数近くが５人以下の内部監査組織に所属して

おり、議論の中で、社内における内部監査の

理解と位置付け、内部監査の手続・手法など、

大きく異なっていることが鮮明になった。ま

た、ＣＩＡフォーラム関西研究会No.17「少

人数の内部監査部門研究会」によると、「人

材が限られている少人数の内部監査部門で

は、経営者に内部監査の社内での位置づけを

明確にしてもらい、組織内のすべての者から

協力を得られ、独立して監査できる環境の確

保と、実効性が高く、効率的な監査が必要で

ある」と、「監査手法・手続議論」の以前に

「組織・機能の認知」や「組織維持・継続の

安定性」などに配慮して内部監査部門を運営

2

全般 固有・専門的 リスクの対象 高
度
・
充
実 

単
純
・
効
率 

監
査
手
法
・
人
材 

持株会社・HD監査 
子会社監査・ 

子会社監査部門支援・ 
ガバナンス統制 

独立小規模会社 
監査 

海外監査 ・ 新規業態 監査 

金融関係監査 一般事業会社 
一般監査主体型 

準拠性 

有効性 

経営監査 

仮説：①ＨＤは固有業務・専門的取組に限界があるので、子会社・現場組織における監査体制への取組が課題である 
　　　②一般事業会社は有効性・経営監査への取組が課題である 
　　　③小規模監査組織の会社では、リスクマネジメント活動を含む総合的な取組が課題であるがリソースが不足して 
　　　　いる。コソースの活用とCIA として横連携・知識共有等を行う仕組みが必要である 

内部監査部 
アシュアランス 

内部管理アドバイス 

検査部 
点検・検査 

コンプライアンス 
一般事業会社 
点検監査主体型 

グループ子会社 
関連会社監査 

バーゼル・金商法に基づく制約 

固有業務・専門的への取組 

有効性評価・経営監査への取組 

総合的な取組へ 

定型モニタリングの現場移管 

外部コンサル活用 

GEモデル 
経営監査部 
経営アドバイス 

固有業務・専門的への取組 

有効性評価・経営監査への取組 

総合的な取組へ 

定型モニタリングの現場移管 

外部コンサル活用 

＜図表５＞監査組織のパターン化モデル
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することが重要であるとしている（『月刊監

査研究』2012年５月号）。

以下、小規模監査組織運営について当研究

会メンバーの議論に従って、検討内容を紹介

する。

１．小規模監査組織運営の課題

小規模監査組織は社長直属・特命担当的な

位置付けで運営されている。また、少人数と

いう制約からその活動範囲も限界があり、社

内の認知度・評価も限定的にならざるを得な

い。その役割・組織の維持は社長など経営ト

ップの意向に大きく依存し、「内部統制シス

テムの一機関」というよりも社長と内部監査

組織長の信頼関係に基づく属人的な性格を帯

びている。これらを踏まえ、組織運営の課題

は以下の５点に集約される。
●経営者の理解
●監査機能と監査組織の維持・継続
●監査役との連携
●人材・手法整備・ノウハウの継承
●効率的な運営と外部コンサルタントの活用

２．１人監査組織の監査レベルと補完する

仕組み

１人監査組織及び専任者を設置していない

監査組織が、相当数存在している。これらの

監査組織では、監査実施対象・監査実施頻

度・監査手続等に不十分なケースがあり、

「監査」とは名ばかりで、実態を伴っていな

いケースも多々ある。

監査リソースの制約から監査活動の簡素化

が避けられない状況である。独立性・網羅

性・実効性・品質の観点から、以下のような、

簡素化による欠陥を効率的に補完する仕組み

が必要である（図表６）。

３．小規模監査組織の人材育成と支援

小規模体制にもかかわらず、内部統制評価

と内部監査、そしてリスクマネジメント領域

まで担当しているケースもあり、その対象は

広範である。一方、人材・ノウハウのリソー

ス不足、経営トップの理解不足などの課題が

多い。グループ会社では、親会社内部監査組

織による支援・連携体制の取組みが進んでい

るものの、独立会社では課題となっている。

＜図表６＞小規模監査組織の実施レベルと補完する仕組み

監査取組方針 

簡素化 
整備すべき 
監査レベル 

簡素化に伴い、不足分に対する 
補完する仕組みが必須 

監査実施計画 全業務・部門に対する 
定期的実施 

重要業務に 
限定した実施 

監査スタッフ能力に 
基づく監査実施 

リスクマップ・リスクコントロール 
評価実施とリスクアプローチ手法に 
基づく監査計画 

中長期の監査計画 毎年洗替えの 
監査計画 

監査計画を持たない 中長期のリスク評価・リスクコント 
ロール整備計画との連動 

チェックリスト 
自己診断（ＣＳＡ） 

監査部門による 
書面監査 

複数人による 
全面監査 

１人監査 

監査先全員面談 監査先管理者面談 監査面談 

監査人による 
チェックリストレビュー 

チェックリストと 
証憑の照合 

自己診断のみ 監査実施方法 

確認のレベル 

監査実施手法 

自己チェックリストの評価とサンプ 
リング監査実施による信頼性確保 

社員意識調査・アンケート調査など 
との併用 

監査役などによる定期的な監査品質 
チェック 

監査業務の外部委託 自社社員による監査 外部委託先監査の監督、 
監査組織の中長期的整備 
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小規模監査組織の多くは中小事業会社であ

ることから、比較的に監査対象となる業務が

限定されており、新しい業務・リスクへの取

組みに対して情報不足・ノウハウ不足が起因

して消極的である。また、小規模監査組織向

けの調査分析事例やセミナーなども少なく、

小規模監査組織運営の情報が全般的に不足し

ている。当研究会において必要情報を調べて

みると以下のとおりである。
●内部監査組織立ち上げ実施事例と留意点
● 組織改革（部門長継承）の実施事例と留意

点
● 人材育成・資格取得支援制度・人材活用の

事例
● リスクマネジメント・コンプライアンス・

法務などとの連携の事例
●アウトソース・コソース起用の事例
●内部統制（ＳＯＸ）との連携の事例
● 業務別監査チェックリスト・ＣＳＡチェッ

クリストサンプル集

４．グループ親会社による小規模監査組織

支援の取組み

グループ会社では、連結経営強化や連結ガ

バナンス体制の強化とともに、内部統制・監

査においても、子会社監査体制の整備・育成

強化が始まっており、以下の取組みや定期的

な会合などを実施している。
● 小規模監査組織の監査体制と品質評価実施

と改善指導
●監査体制構築指導
●共同監査の実施
● 親会社監査組織・子会社監査役業務監査・

子会社内部監査組織との間における監査計

画・監査結果の共有
● ＲＣＭ・チェックリストの共同作成と共有

化
● グループ連結レベルの内部監査推進体制と

人事組織整備

５．独立会社小規模監査組織に対する支援

の取組み

グループ会社では、親会社によるバックア

ップ体制が整備されている。しかし、独立会

社では自社内で整備していかなければならな

い。その内容は大企業の監査組織経験者を中

途採用するケース、監査役が指導するケース、

コンサルタント会社や監査法人に制度設計や

指導を得るケースなど様々である。組織が小

さいことから、縦の情報連携に加え、社外と

の横の情報連携も必要である。

社内における内部監査の位置付けは、経営

トップと内部監査責任者との信頼関係で決ま

ることが多く、はなはだ属人的な要素が強い。

小規模監査組織運営の課題は監査現場にいる

ＣＩＡや内部監査人の声を集約して、日本全

体の経営意識を変えさせるような仕組みが求

められている。

また、ＣＩＡの一員としても、小規模監査

組織活動の向上が日本全体の経営意識改善に

大きく貢献することを認識し、支援活動を進

めていくことは意義のあることである。

このような観点から、
●監査事例情報・技法の公開促進
●監査組織運営に関する情報共有
● 業種・業務別のＲＣＭ・チェックリストの

サンプル公開と情報共有
●社外の監査組織長との横連携促進

を意識したＣＩＡフォーラム研究会での活動

が必要である。

各社が進める新たな監査の
取組み、監査技法、監査手法

各社内部監査組織の監査技法・取組みにつ

いて当研究会メンバーからの紹介・調査報告

を行う中で、以下の事例を基に議論を行い、

内部監査業務における動向を探った。

3



研究会報告

44 月刊監査研究　2012．8（No.464）

１．チェックリストによるＣＳＡの展開

Ａ社では多数の販売店を抱えるため監査頻

度が少なく、モニタリングのカバー率が低か

った。しかし、営業統括部門と連携し、業務

オペレーションのチェックリストを作成し、

自己点検（ＣＳＡ）方式で全店を対象とする

モニタリングの仕組みを整備した。監査組織

は自己点検の結果を分析し、業務品質のレベ

ルをモニタリングするとともに、一部販売店

を直接監査することで、自己点検のレベルを

確認している。

その結果、現場レベルではチェックリスト

が業務マニュアルとして機能し、現場レベル

の業務品質の向上が達成できた。また、販売

店経営者も、評価活動に参加することで、よ

り主体的に管理体制の強化に取り組むように

なった。

このように監査組織と現場管理部門そして

営業現場と一体になった取組みが非常に有効

であり、効率的な仕組みとして機能している。

従来の「監査＝評価者＝独立性」の枠組みで

は機能できない。また、同様の事象はＳＯＸ

導入を契機に様々なチェックの仕組みが管理

部門・営業現場で行われている。各社事例で

も監査組織が自己点検（ＣＳＡ）の企画・統

括を行うケースが増え、内部統制企画業務に

比重を置いているような企業も出ている。

２．リスクマップに基づくテーマ監査の推

進

Ｂ社では、ＳＯＸの導入に加え、ＣＳＲ監

査や経理部門監査など、各職能部門が既に業

務モニタリング機能を有している。既に業務

モニタリング基盤が確立されている中で、監

査組織では経営陣とリスクマップを定期的に

策定し、監査の優先順位を決めてテーマ監査

として横断的に進めている。

結果として経営が重要と認識している課題

に取り組むことで効果的な監査が行われ、且

つ監査組織も少人数・低コストで実現してい

る。ＳＯＸの導入で基本的な業務のモニタリ

ングの仕組みが構築されている。ＳＯＸ導入

各社では効率的に且つ効果的に行うために

「組織監査の仕組み」から「リスク評価実施

～テーマ監査の仕組み」への転換が始まって

いる。なお、ＳＯＸの対象は「財務報告」を

起点としたものであり、対象範囲が狭いとの

限界があることから、全社的統制の対象項目

を広げ、対面する業態・リスクにあわせた拡

張版を構築している会社が出現している。

３．改善支援を主眼に置いたグローバル経

営監査の展開

海外子会社の監査は国内の監査アプローチ

（準拠性監査）では機能し難い事情がある。

すなわち、多くの企業では、海外子会社での

組織陣容・国内の支援体制が脆弱であり、一

方で、海外子会社の経営環境や会社状況も常

に急激な変化に直面しているケースが多い。

したがって、多くのケースでは、
● 親会社のガバナンス、支援の仕組み及び海

外子会社への人材配分に課題
● 経営環境変化に対応する組織運営をタイム

リーに構築できていない
● 本社の組織運営・ガバナンス手法の見直し

が後追いになり、内部監査の取組みを躊躇

する

が散見されている。一方、従来の伝統的な海

外子会社監査においては、準拠性監査が中心

となり、以下の図（図表７）における「安定

期における監査活動」に限定して実施する会

社が多い状況である。しかしながら現実は会

社の成長段階に応じて、リスクマネジメン

ト・内部統制システムの位置付けが変化して

おり、生き残りをかけた厳しい環境下で単な

る内部統制上の監査指摘ではなく、企業トッ

プへの具体的な貢献が内部監査組織に求めら

れている。

Ｃ社では、海外子会社監査に取り組む上で

準拠性の監査に加えて、発見された課題の整
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理と対応の優先順位付けを行い、具体的な改

善活動を指導するなど、改善支援に重点を置

いて実施している。また、親会社経営トップ

に対して現場の運営状況のみならず、本社ガ

バナンスの課題や人材配置の課題などを第三

者の眼でラインを介さず、報告することにも

力点を置いている。

また、従来の監査の仕組みに加えて、買収

後・会社設立後の会社拡張期や撤収時におけ

る内部統制状況の点検と整備支援などを通し

て、本社グローバルガバナンス体制を含めた

解決策の提示は、まさに内部監査組織として

取り組むべき喫緊の課題である。従来の内部

監査業務の枠を超えるものであり、内部監査

組織の充実や監査手法・監査手続、関連組織

との連携体制構築などを取り組む必要がある。

ここでの教訓・潮流の示唆は、以下の３つ

である。
● 内部監査において問題点を挙げて、１つひ

とつ改善させるよりも、全社組織にチェッ

クリストを配布し啓蒙させることの方が、

効果が大きい。定型的な業務・コンプライ

アンス事項については、チェックリスト方

式、ＲＣＭ方式が有効である。結果として

内部監査で蓄積したノウハウをチェックリ

スト化、ＲＣＭ化し、全社組織に展開させ

る。内部監査頻度を縮小させるとともに、

チェックリスト化されていない業務のリス

ト化やＲＣＭ化が当面の内部監査組織の重

要職務になる。
● ＳＯＸ導入によりモニタリング基盤が整備

されている。大規模企業では組織数が多数

に上り、組織監査中心の内部監査では効率

化は望めないため、リスクアプローチのテ

ーマ監査を取り入れている会社が増えてい

る。既にテーマ監査への移行を目論み、Ｓ

ＯＸのモニタリング体制（特に全社的統制）

を更に充実を図っている会社もある。
● 現在、多くの会社の課題（未着手）となっ

ているのが海外子会社監査であり、従来の

準拠性監査に基づく内部監査のアプローチ

では機能しないケースが生じている。多く

の場合、問題点の兆候は様々な場所に見え

ているが、リソース不足・問題の優先度の

観点から手付かずである。したがって、

「点検⇒問題点の整理⇒改善案提案⇒実

施計画作り」まで支援するようにアドバイ

ス中心、内部統制の整備支援型で推進する

会社拡張期 

会社安定期 

会社衰退期 

内部統制システムの構築 

体制の評価・診断と整備への助言 

撤退・清算 

新事業に対する 
リスクマネジメント導入 

内
部
統
制
体
制
の
評
価
と
助
言 

買
収
時
調
査
・ 

買
収
後
内
部
統
制
評
価 

継続的な監査・モニタリング 

一般的な監査対象 
保証型監査実施 

多くの海外子会社で、常に会社組織の変革に 
直面しており、アドバイス型、もしくは、内 
部統制整備に参加することが望まれている 

会社設立 

分社 

会社買収 

事業戦略 の 転換 世代交代・ 
組織変革 

ノン・コアビジネスへの移行 
に伴う組織縮小・管理レベル低減 

内部統制の劣化 
社内風土の維持 

リスクマネジメントの深化 
と社内風土の維持 

継続的な監査・モニタリング 
による改善運動 

内部管理体制の評価と 
不正リスク対応 

会社設立 

分社 

会社買収 

ノン・コアビジネスへの移行 
に伴う組織縮小・管理レベル低減 

事業戦略の転換 世代交代・ 
組織変革 

＜図表７＞会社発展段階における監査活動の役割と留意点
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必要がある。ここまで来ると、監査という

よりも関係会社管理部と連携した取組みが

有効である。

「内部統制・内部監査は経営トップの意向

次第であり、トップが変われば内部監査組織

の活動は大きく変わる」、とよく言われ、残

念ながら実態を表している言葉と認めざるを

えない現実もある。この言葉そのものが、会

社が属人的に機能していることを示し、内部

統制システム自体が毀損していることではな

いだろうか。監査技法や監査形態の研究も必

要である。しかし、今必要とされているのは

実質的に意義のある持続的・安定的な内部統

制・監査の仕組みを再構築することである。

つまり、真に意義のある仕組みをどのように

構築するか、が我々の使命ではないか、と考

えている。

我々ＣＩＡは単なる資格保有者に留まって

いるべきではない。ＣＩＡとしてのプロフェ

ッショナリズム（専門職業意識）を鮮明に打

ち出して単に自己組織内部だけでなく、所属

企業全体、日本全体の内部統制やガバナンス

体制について関心を持ち、意見を表明してい

くべきではないだろうか。

当研究会は、このような意識で集まったメ

ンバーにより、
●内部監査の現場で起きていること
●内部監査組織の動き
● 内部監査・リスクマネジメント・ガバナン

スにおいて起きている動き

を議論し、我々としてどのように内部監査を

取り巻く潮流を理解し、行動すべきか、を研

究対象としたテーマは壮大で、且つ暫定的な

要素もあり、消化不良の面もあるが、短時間

で有意義な議論ができたと自負している。

本報告書は当研究会の中間報告と位置付け

るものであり、基本的な考え方の整理と提言

を行うものである。引き続き内部監査現場に

おける問題点について実証的に研究を行う予

定であり、事例検討を重ねることで、より強

固な研究並びに提言として取りまとめていく

所存である。

なお、本報告をまとめるに当たり、当研究

会にゲスト参加や暖かい応援メッセージ、貴

重なる叱咤激励など様々な形で協力していた

だいた方々に、この場を借りて、厚く御礼申

し上げる。
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